
管内報道機関との定例懇談会（1月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 久慈地区被災者相談支援センターの活動状況について 経営企画部 

今月の相談件数（窓口紹介等を除

く）は 23件で、昨年度同月比 92％

で、昨年度同期に比べ、住宅に関す

る相談が減少してます。専門家別の

相談では、弁護士（14件）、司法書

士（5件）、土地家屋調査士（1件）

となっています。 

 

２ 

 

 

住民税の特別徴収への一斉指定について 

 

 

 

 

経営企画部 

県税室 

 

 

県と市町村では、平成 27 年度から

住民税の特別徴収制度の一斉指定

を実施することとしています。平成

26年度には事前のお知らせとして、

特別徴収制度への一斉指定予告書

を事業者の方へ発送する予定とな

っています。 

３ 
久慈地方乾しいたけ料理コンクール アイデア料理を

募集します！ 
林務部 

岩手県北三陸の冷涼な気候を巧み

に活用し、豊かな自然の中で栽培さ

れた久慈地方産の原木乾しいたけ

の消費拡大を目指し、「久慈地方乾

しいたけ料理コンクール」を開催し

ます。 

４ 
災害公営住宅（野田村門前小路第 2 地区）鍵引渡し式

について 
土木部 

県が野田村に整備を進めている災

害公営住宅（門前小路第 2地区）が

1月末に完成を迎え、完成後は野田

村に施設が移管されることから、鍵

の引渡し式が行われます。 

５ 
国道 281号 久慈市山形町 案内工区 道路整備事業に

着手します！！ 
土木部 

一般国道 281 号久慈市山形町川井

地区案内工区の道路整備事業に着

手します。岩手県東日本大震災津波

復興計画では、国道 281号を『復興

支援道路』と位置付け、災害に強い

交通ネットワークの構築を図って

いくこととしています。 

 

 

 
【その他配付資料】 

・広域振興局ナビ！VOl.39（H26.1） 

・月間行事予定表  

・第６回地域づくりシンポジウム ～町民が主役のまちづくりに向けて～ 

 

 

 

 

 



報道機関懇談会資料（2014/1/9） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
久慈地区被災者相談支援センターの活動状況について 

（経営企画部）  

平成 23 年７月 28 日に開設した久慈地区被災者相談支援センターについて、平成 25 年 12

月現在の活動状況は次のとおりとなります。 

 

１ 相談件数について                   （平成 25年 12月 31日現在） 

相談類型 計 
専門家対応 職員・相談員対応 

計 電話 来所 計 電話 来所 

被災者生活再建支援制度 
(0) 

4 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4 

(0) 

3 

(0) 

1 

住宅 
(0) 

51 

(0) 

18 

(0) 

0 

(0) 

18 

(0) 

33 

(0) 

19 

(0) 

14 

税金 
(0) 

13 

(0) 

3 

(0) 

0 

(0) 

3 

(0) 

10 

(0) 

2 

(0) 

8 

相続 
(3) 

33 

(3) 

28 

(0) 

1 

(3) 

27 

(0) 

5 

(0) 

1 

(0) 

4 

負債整理 
(2) 

13 

(2) 

11 

(0) 

0 

(2) 

11 

(0) 

2 

(0) 

0 

(0) 

2 

 

その他の相談 

(18) 

119 

(15) 

72 

(0) 

4 

(15) 

68 

(3) 

47 

(0) 

14 

(3) 

33 

小計（A） 
相談件数（窓口紹介を除く） 

(23) 

233 

(20) 

132 

(0) 

5 

(20) 

127 

(3) 

101 

(0) 

39 

(3) 

62 

窓口紹介等（B） 

《センター内、市役所等》 

(182) 

2,080 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(182) 

2,080 

(2) 

13 

(180) 

2,067 

（12/1～12/31） 

合計（A+B）4/1～12/31  

(205) 

2,313 

(20) 

132 

(0) 

5 

(20) 

127 

(185) 

2,181 

(2) 

52 

(183) 

2,129 

H24相談件数（A’） 

（12/1～12/31） 

4/1～12/31 

(25) 

305 

(18) 

202 

(0) 

18 

(18) 

196 

(7) 

103 

(4) 

26 

(3) 

77 

前年同期比（A）/（A’） 

（12/1～12/31） 

4/1～12/31 

(92.0) 

76.4 

(111.1) 

65.3 

― 

 

― 

 

(42.9) 

98.1 

― 

 

― 

 

【相談傾向】 

 ※ 今月の相談件数（窓口紹介等を除く）は 23 件で、昨年度同月比 92％となっている。昨年

度同期に比べ、住宅に関する相談が減少している。 

 



 ※ 専門家別の相談では、弁護士（14 件）、司法書士（5 件）、土地家屋調査士（1 件）となっ

ている。 

  

２ 平成 26年 1月の活動計画について 

（１）久慈地区被災者相談支援センターの運営（平日 9:00～17:00） 

  【1月の専門家派遣（久慈地区合同庁舎分）】 

   弁護士（20日・27日）、司法書士（21日・28日）、土地家屋調査士（23日） 

ファイナンシャルプランナー（17日・31日） 

 

（２）出張相談 

① 専門家による出張相談（相談員も同行） 

 【弁護士に対する相談】 

 洋野町 野田村 

日時 1月 16日（木） 

13:30～15:30 

1月 20日（月） 

13:30～15:30 

場所 洋野町民文化会館 

（セシリアホール） 

野田村総合センター 

  【司法書士・ファイナンシャルプランナー（FP）に対する相談】 

専門家名 日時 場所 時間 

司法書士 1月 14日（火） 野田村役場 

10：00～15：00 FP（「我が家の復興計画

づくり個別相談会」） 

1月 24日（金） 野田村役場 

 

② 専門家合同相談会 

  相談者のさまざまな相談内容にワンストップで対応するため、各分野の専門家が一堂に

会する合同相談会を開催します。 

 ・ 日時：1月 8日（水）14：00～19：00 

 ・ 場所：野田村役場 

 ・ 参加予定専門家：弁護士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、行政書士 

           ファイナンシャルプランナー 

 

③ 相談員による出張相談 

    毎週水曜日、久慈地域こころのケアセンター（H24.3.28開設）が野田村で開催するここ

ろの健康相談室に併せて相談員が出張相談を行い、健康相談以外の総合相談に対応します。 

 

 

 

 



【参考】 久慈地域こころのケアセンターの活動状況  

◎ 訪問先別相談件数（延数）（暫定値） 

訪問先 件数 割合 

こころの健康相談室 (56) 

511 

(46.7％) 

43.8％ 

仮設住宅等の訪問 (34) 

300 

(28.3％) 

25.7％ 

上記以外（役場内等） (30) 

357 

(25.0％) 

30.6％ 

（11/1～11/30） 

合計 4/1～11/30 

(120) 

1,168 

 

 相談者の主訴としては、身体の不調、不眠、抑うつが多い。 

 

※ 震災でストレスを受けた被災者の心のケアを行うため、県から委託を受けた岩手医科大学

が沿岸 4 地域（久慈・宮古・釜石・大船渡）に、平成 24 年 3 月 28 日に「地域こころのケア

センター」を開設。久慈地域こころのケアセンターは、野田村で開催している「こころの健

康相談室」を中心に活動中。 

 

 

担当：経営企画部復興推進課 

   平井 省三 電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2014/1/9）                 県北広域振興局 

懇談項目２ 
住民税の特別徴収への一斉指定について 

（経営企画部 県税室）  

  

 岩手県と県内市町村では、平成 27年度に住民税の特別徴収への一斉指定を行います。 

 

１．個人住民税の特別徴収とは 

  個人住民税は個人の県民税と市町村税を併せた地方税のことで、市町村が一括して賦課

徴収しています。 

  特別徴収とは、事業者が、毎月従業員に支払う給与から住民税を天引きし、従業員に代

わって市町村に納入する制度で、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収を行う義務のあ

る方は、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされていま

す。 

２．特別徴収の現状と今後の取組み 

  市町村では、事業者の方々からの給与支払い報告書に基づき、特別徴収の手続きを行っ

ていますが、特別徴収義務のある一部の事業所等において、これまで各々の事情により特

別徴収が行われていない状況となっています。  

  ※特別徴収に係る納税義務者の割合（Ｈ24年度） 

 

 

 

 

現在、全国的に特別徴収制度の一斉指定に向けて取組みが進められており、東北各県で

も、平成 26 年度から平成 27 年度にかけて特別徴収制度の一斉指定に向けた取組みが行わ

れています。 

岩手県と県内市町村においても、平成 27年度にこの特別徴収制度の一斉指定を実施する

こととしており、事前のお知らせとして、平成 26年度に特別徴収制度への一斉指定予告書

を事業者の方へ発送する予定となっています。 

３. 特別徴収するメリットは 

 ① 事業主（給与支払者）は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税の

ように事業主（給与支払者）が税額を計算したり年末調整する手間はかかりません。 

 ② 従業員（納税義務者）は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞

納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年 12回なの

で、普通徴収に比べて 1回当たりの納税額が少なくて済みます。 

 

                           

 

 給与所得者（人） 給与特徴者（人） 特徴者の割合（％） 

県北広域振興局管内 40,100 23,720 59.2 

県 全 体 448,955 336,296 74.9 

担当：経営企画部県税室  室長 下尻 房男 

電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2013/１/9） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
久慈地方乾しいたけ料理コンクール  アイデア料理を募集します！ 

（林務部）  

 

 県北広域振興局では、岩手県北三陸の冷涼な気候を巧みに活用し、豊かな自然の中で栽培

された久慈地方産の原木乾しいたけの消費拡大を目指し、「久慈地方乾しいたけ料理コンクー

ル」を開催します。 

 コンクールでは、多くの消費者に岩手県産乾しいたけが普及できるような手軽なアイデア

料理を募集します！ 

【久慈地方乾しいたけ料理コンクールの概要】 

１ 主  催 

 県北広域振興局、久慈地方しいたけ産業振興協議会、久慈地方林業振興協議会 

２ 応募条件 

(1) 対 象 者  岩手県内在住の方 

(2) 料理内容  岩手県内で生産された乾しいたけを用いた未発表の料理、４人分 

(3) 調理時間  60分以内（乾しいたけを戻す時間を除きます。） 

(4) 材 料 費  ４人分で 2,000円以内 

３ 応募方法 

応募用紙に必要事項を明記のうえ完成写真を添えて、郵送、持参または電子メールによ

り応募してください。（平成 26年１月 28日（火）必着） 

（応募用紙は、県北広域振興局林務部の窓口で配布するほか、県ホームページ

（http://www.pref.iwate.jp/）から「久慈地方乾しいたけ料理コンクール」で検索すると

ダウンロードできます。） 

４ 応募期限 

 平成 26年１月 28日（火）当日必着 

５ 選考方法 

 ご応募いただいたものの中から書類審査により約８点を選出し、実演審査により各賞を

決定します。 

(1) 実演審査  平成 26年２月８日（土） 10時 00分～13時 30分 

(2) 実施場所  久慈東高校家庭科調理室（久慈市門前第 36地割 10番地） 

６ 表  彰 

(1) 表 彰 式  実演審査当日に表彰式を行います。 

(2) 各  賞  最優秀賞（１名）、優秀賞（２名）、優良賞（５名）に賞状と副賞を授与
するほか、最優秀賞者は、平成 26年３月に開催されるきのこ料理コンクー
ル全国大会へ推薦します。 

７ 応募・問合先 

 県北広域振興局 林務部 林業振興課 料理コンクール担当 

 〒028-8042 久慈市八日町１－１  TEL 0194-53-4984（内線 309） 

E-mail BK0004@pref.iwate.jp 

 担当：林務部 林業振興課長 三宅 隆志 

電話：0194-53-4984   内線 226 

mailto:BK0004@pref.iwate.jp


久慈地方乾しいたけ料理コンクール開催要領 

 

 

 

１  趣  旨 

    岩手県北三陸の冷涼な気候を巧みに活用し、豊かな自然の中で栽培された久慈地方産の原木

乾しいたけは、肉厚で、食感、味ともに優れ、全国的に高く評価されております。 

    また、しいたけは食物繊維やビタミンが豊富で、低カロリーの健康食品として注目されてお

り、今後、一層の消費拡大を図るためには、多くの消費者に普及できるような料理を提案する

必要があります。 

このため、乾しいたけをふんだんに活用した「しいたけ料理コンクール」を開催し、優秀な

作品を表彰するとともに、消費者等に広く紹介するものとする。 

   

２  主  催 

    県北広域振興局、久慈地方しいたけ産業振興協議会、久慈地方林業振興協議会 

 

３  応  募 

 (1) 応募資格 

県内に在住する者 

 (2) 料理の内容 

   岩手県内で生産された原木乾しいたけを用いた未発表の料理とする。 

分量は 4人分、材料費は 2,000円以内とし、調理の所要時間は 60分以内（乾しいたけをも

どす時間を除く）とする。 

   

(3)  応募点数 

一人当たりの応募点数は限定しない。 

(4)  応募方法 

応募用紙(別紙)に、料理名、材料名、分量（4人分）、材料費（2,000円以内）、作り方（所

要時間 60 分以内）、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を記載するとともに、写

真を添付のうえ、県北広域振興局林務部に提出するものとする。 

(5)  応募期限 

平成 26年 1月 28日（火）当日必着 

 

５  審  査 

(1) 審査委員 

審査は、県北広域振興局長が委嘱する者が行うものとする。 



 

(2) 審査方法等 

審査は､別紙岩手県乾しいたけ料理コンクール審査要領によるものとする。 

①  書類審査 

開 催 日   平成 26年 1月 31日（金）13：30～16：30 

開催場所   県北広域振興局５階第３会議室 （久慈市八日町１－１） 

                       TEL 0194-53-4984（林務部） 

 

②  実演審査 

開 催 日      平成 26年 2月 8日（土）10：00～13：30 

開催場所      県立久慈東高校家庭科調理室 （久慈市門前第 36地割 10番地） 

          

６  表  彰 

優れた作品の応募者に対し、次の賞を授与する。 

最優秀賞  １名 

     優秀賞    ２名 

     優良賞    ５名  

     特別賞    若干名 （該当者がいる場合） 

入賞者には賞状と副賞を授与し、最優秀賞受賞者は平成 26年３月４日のきのこ料理コンクー

ル全国大会に推薦する。 

 

７  その他 

応募作品は、乾しいたけの消費拡大を図るための PRに活用する。 

 

８ 事 務 局 

県北広域振興局 林務部 林業振興課 料理コンクール担当 

〒028-8042 久慈市八日町１－１  TEL 0194-53-4984（内線 309） 

FAX 0194-53-2304 

E-mail BK0004@pref.iwate.jp 

  

mailto:BK0004@pref.iwate.jp


久慈地方乾しいたけ料理コンクール応募用紙 

＜料理名＞ 

 

 

 

 

氏 名  年齢 才 

職 業 (学校名           ) 

住 所 
〒 

連絡先  

＜材料、分量(４人分)＞ 

 

 

 

 

 

 

＜材 料 費＞ 

円 

＜調理時間＞ 

約   分 

＜作り方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント＞ 

 

 

 

※完成写真は別添でも構いません。 

＜応募先＞〒028-8042 久慈市八日町 1-1 県北広域振興局林務部、 E-mail BK0004@pref.iwate.jp 

 

＜完成写真＞ 

 

mailto:BK0004@pref.iwate.jp


 

 

 

 

★応募資格★ 

県内在住の方 

 

★応募条件★ 

岩手県内で生産された原木乾しいたけを用いた未発表の料理であること。 

分量は 4 人分、材料費は 2,000 円以内とし、調理の所要時間は 60 分以内 

（乾しいたけを戻す時間を除く）とする。 

 

★応募方法★ 

応募用紙に ①料理名、②材料、③材料費、④作り方、⑤調理所要時間 

⑥住所・氏名・職業・年齢・電話番号 

を明記の上、下記応募先まで郵送、電子メールまたは直接応募して下さい。 

 

★期    限★ 

平成２６年１月２８日（火）必着 

 

★ 審査方法★ 

書類審査(平成 26 年 1 月 31 日開催予定)を通過した８名程度による実演審査 

と き：平成２６年２月８日（土）ＡＭ１０：００～ 

ところ：県立久慈東高校 家庭科調理室 （久慈市門前第 36 地割 10 番地） 

 

★表    彰★ 

最優秀賞       １名 

優秀賞      ２名 

優良賞            ５名 

入賞者には、賞状と副賞を授与します。また最優秀賞者は、平成 26 年 

３月４日に開催されるきのこ料理コンクール全国大会へ推薦します。 

 

★ 応募先及び応募用紙の請求先（お問い合わせ先）★ 

県北広域振興局 林務部 林業振興課 料理コンクール担当 

〒028-8042 久慈市八日町１－１  TEL 0194-53-4984（内線 309） 

E-mail BK0004@pref.iwate.jp 

応募用紙は県ホームページ（http://www.pref.iwate.jp/）からもダウンロードできます。 

→県ホームページで「県北振興局林務部 お知らせ」で検索して下さい。 

久慈地方乾しいたけ料理コンクール 

 

mailto:BK0004@pref.iwate.jp


報道機関懇談会資料（2014/1/9）                     県北広域振興局 

懇談項目４ 
災害公営住宅（野田村門前小路第 2 地区）鍵引渡し式について 

（土木部） 

 

  東日本大震災により住宅を失った被災者の住まいを確保するため、県においては災害公

営住宅の整備など、被災者の暮らしの再建に向けた取組みを推進してきているところです。 

  今般、県が野田村に整備を進めている災害公営住宅（門前小路第 2 地区）が 1 月末に完

成を迎え、完成後は野田村に施設が移管されることから、鍵の引渡し式を行うものです。 

                     記 

  １ 日 時  平成２６年１月２２日（水） 11時 00分～12時 00分 

  ２ 場 所  災害公営住宅団地内（野田村大字野田第 21地割字日向下 369番他） 

  ３ 出席者  県北広域振興局長（予定）、野田村長（予定） 他 

 

 災害公営住宅の概要 

  １ 規模 木造平屋建 

  ２ 戸数 １８戸（２戸長屋×９棟＝１８戸） 

  ３ 床面積 135.80㎡／棟（67.90㎡／戸×２戸） 

 

 引渡し式会場位置図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：土木部建築指導課 武藤 一夫 

電話：0194-53-4990 内線 268 

外観 

 災害公営住宅 

（門前小路第 2地区） 



報道機関懇談会資料（2012/1/9） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
国道281号 久慈市山形町 案内工区 道路整備事業に着手します！！ 

（土木部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計 画 延 長 ： 2,100ｍ（現況は約3,100ｍ。整備により約２分間の走行時間短縮） 

■ 主な構造物 ： トンネル1,150ｍ、橋りょう54ｍ 

■ 事 業 期 間 ： 平成24年度～平成30年度 

 平成26年２月頃からトンネル工事の準備に着手し、来年度初頭から掘削を始める予定です。 

 現在通行中の国道のすぐ近くで工事を行うため、現場を通行される皆様方にはご不便をおか

けいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。 
 

岩手県ＨＰ＞県北広域振興局＞土木部＞道路・河川情報 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=48149  

 担当：土木部道路整備課 笹原敬悦 

電話：0194-53-4990 内線261 
 

 

 

 

 

この度、一般国道281号久慈市山形町川井地区案内工区の道路整備事業に着手しますのでお知

らせします。 

東日本大震災では、被災地の太平洋沿岸に向かうため「くしの歯」作戦が実施されました。国

道281号は、この第２ステップに位置付けられ、救急物資の輸送路として機能しました。 

 岩手県東日本大震災津波復興計画では、国道281号を『復興支援道路』と位置付け、災害に強

い交通ネットワークの構築を図っていくこととしています。 

 

左写真の地点か

ら久慈市内方面

に向かい、トンネ

ルの掘削工事を

行う予定です。 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=48149

